
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月６日 

発行人 東白川村長 

東白川村 全村民の皆さまへ 

 

新型コロナウィルス感染症は、爆発的蔓延に至らず推移していますが、この

ところ、外出や人との接触を減らして暮らすことの苦しさを痛感しています。

皆さんも我慢我慢の連続でお疲れのこととをもいますが、収束するまで気を緩

めず、進んでいきたいと思っています。 

5 月 6 日までの大型連休では、特に人との接触機会を徹底して減らす過ご

し方をお願いします。また、ご家族、親戚の帰省を減らす呼びかけをお願いし

ます。 

大型連休は、盆についで帰省の時期ですが、家族・親族が帰省されることを控

えていただくようお願いいたします。 

この大型連休中に村から一人の感染者も出さないためにも、おひとりおひと

りに心構えとこの自粛を続ける努力を切にお願いいたします。 

 

令和２年４月 30 日  

東白川村長 今 井 俊 郎 

 

◆次の支援策を進めています 

１） 相談窓口の開設しました 

２） おべんとう券の配布をしました 

３） 定額給付金の受付 

４） 村独自の一人 5枚のマスクの配布 

５） 子育て世帯への臨時特別給付金（6月給付予定） 

６） 事業所向け説明会の開催します 

７） 税・使用料の徴収猶予を行います 

８） 小中学校の CATV 番組を使った授業放送を行います 

令和２年４月 29 日発行 発行人／東白川村長 

新型コロナウイルス感染症 総合相談窓口をご利用ください 

  

  電話 090-2681-1881 
 

・運転資金、雇用問題に関すること 

・収入の減少、生活費、仕送りや教育費に関すること 

・納税、使用料納付に関すること 

・健康、体調管理に関すること 

・買い物や交通手段に関すること 

・人付き合い、不安、心配ごとに関すること 

・農業や林業などに関すること 

・介護、保育、教育、通学に関すること 

※漠然としたお悩みでも結構です。とにかくご相談ください。 

感染症が疑われる方が発生した時の村の対応 

村では、魚の宿、こもれびの館を新型コロナウィルス感染症のための施設として村民

の方へ利用していただく用意をしました。 

１） 利用できる方／新型コロナウィルス感染者の濃厚接触者とされた方 

２） 利用できる期間／濃厚接触した翌日から２週間 

３） 施設利用料／無料 

※食事等は、各自で調達となりますが、それができない方は役場が代行いたします。 

 

 

 

特別定額給付金 

一人10万円を給付する国の特別定額給付金を村が窓口となって受け取り事務を始めさ

せていただきます。現在の予定では 

・申請書の発送を ５月 12 日 

・受付開始を  ５月 14 日から 

・第１回の支払を 5 月 22 日 

・受付は郵便受付以外に、村民センター２階のワクワクスポットを予定しています。 

・受付期間は３ヶ月間を予定しています。 

 

 

広報 号外 



 

 

 

東白川村教育委員会よりお知らせ 
 

①小学校及び中学校休校について  

５月 31 日（日）まで休校とします。 

 （但し、家庭支援として平日のみ小中学校にて学童保育を実施します） 

 
②みつば保育園休園について 

５月 31 日（日）まで休園とします。 

 （但し、家庭の事情により、保育を希望される方はお預かりします） 

 
③教育委員会管理施設の使用について 

５月 31 日（日）まで休館とします。 

 （はなのき会館、別館、総合運動場、小中体育館及び図書室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東白川村国保診療所からお知らせ 
 

新型コロナウイルス感染防止に向けて 

               

マスクは必要です・・・が、 

マスクをしていれば大丈夫というわけではありません。 

ウイルスは人から人に、飛沫、接触感染しますから次のことを守ってください。 
 

１） できるだけ家から出ない 

２） 同居家族以外の人と会わない、話さない、一緒に食事をしない 

３） よその人と一緒に散歩などの運動をしない 

４） 買い物には１人で出かける（子供を連れていくのは極力避ける） 

 広報 号外 

子育て世帯への臨時特別給付金が支払われます 
児童手当の支給を受けている方を対象として、児童一人につき 10,000 円が交付

されます。 

支給時期は 6 月 10 日の予定で、児童手当に含めて支払われるため、改めての申

請は不要です。 

 

 

 

大型連休の施設の封鎖について 

大型連休の 5月 6日まで下記の施設の全部または一部が利用していただけ

ません。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。 

 

はなのき会館、別館、小中体育館図書室、中川原水辺公園、防災センター駐車場、

つちのこ公園、瀬音公園、はなのき公園、五介の滝、小、中学校、はなのき会館、

総合グラウンド、越原地域運動場、五加地域運動場、オートキャンプ場、五加コ

ミュニティー消防センター、神土北コミュニティー消防センター、 越原コミュニ

ティ消防センター、越原上コミュニティ消防センター、越原上へリポート、親田

へリポート、母樹林公園、親田農村公園、中通農村公園、大明神農村公園 

村独自のマスクを配布します 

 不織布マスクを、全村民を対象として一人５枚を配布します。 

 発送日は 5月１日で、個別郵送でお届けします。 

 
日赤奉仕団による手作りマスクの支援 
 日赤奉仕団員の手作りによる布マスクを、下記の方々へ配布を高齢者独

居世帯、高齢者世帯等へ連休明けから順次配布をしていただきます。 

 

 

税・料の納付猶予を行います 

 村税、国民健康保険料、水道使用料、CATV 使用料等について、申請を

受けて徴収を猶予する運用を行います。 

詳しくは連休明けにご案内する予定です。 

 

 

令和２年４月 29 日発行 発行人／東白川村長 


